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最近，「点検商法」の業者が訪問しています。

・・・点検商法とは・・・

◆「近くで工事をしていますのでご挨拶に来ました。」

◆「屋根瓦がずれているので無料で点検します。」

◆ 点検した写真を見せられ，「屋根が飛ぶ」と不安をあお

り修理を勧められる。

◆「火災保険の給付金で修理できますよ。」

◆ 修理の契約後に「火災保険の給付が受けられません」

「保険申請手数料を頂きます」と請求される。

・・・トラブルに遭わないために・・・

●「屋根瓦がずれている」「無料点検」「火災保険の給付金」

と言われたら，話を聞かない。契約をしない。

● 契約をしてしまったら，解約の理由は必要なく，無条件

で解約できるクーリング・オフ（８日間）で解約

● 調布市生活相談センターに相談・・・042-481-7034

回 覧  

屋根瓦がずれていますよ！！ に注意


